
熊本大学の企業との共同研究等に
おける民間資金及び国等の競争的研
究費の活用範囲拡大について

熊本大学

副学長 清水聖幸

令和３年１月２２日

シンポジウム：変⾰の時代における産学官連携
〜なぜ「知」を価値づける必要があるのか？
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熊本大学の基本情報

学長原田信志
教職員数：２,７２１人

(R2.5.1現在)

学生数：９,６９５人
(R2.5.1現在)

学部生

大学院(修士・博士前期)

大学院(博士・博士後期) その他

7,652人

1,291人

649人 103人

令和２年度収入(予算)
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文科省の報告からみたH30年度の熊本大学の産学連携実績

共同 485,870(512,490)

受託 67,764( 69,315)

知財 37,695( 36,486)

治験 353,775(346,963)

12％増

平成30年度における全大学の企業からの民間資金受入額

＊文科省「平成30年度大学等における産学連携等実施状況について」に基づき編集

H30年度(H29年度)

合計 945,104(965,254)
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この10年間の熊本大学と企業との共同研究の推移

1件あたりの
受入額
（千円）

2,153

【件数】 【受入額】

1,840

238

140

受入総額
（百万円）

275

（年度） （年度）

297

2,204
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●この10年間で件数は2倍以上、受入額は3倍以上に増加した。

●令和元年度は、最高件数、最高受入額となるとともに、平均単価(220.4万円)が回復した。
県外大企業との件数(165件→177件)、受入額(2.57億円→4.67億円)の伸びが大きかった。

●1千万円以上/年の大規模な共同研究は、16件2.98億円(全体の45％に相当)と、前年度
10件2.09億円より大幅増となった。

213

1,813

新制度

新制度



熊本大学の企業との共同研究・受託研究制度の変更のポイント

1. 2019年4月1日より共同研究の間接経費を直接経費の30%とした
(外国企業は40％、受託研究も同様)。

(理由)

本学の本来必要な間接経費は40%であり、間接経費10%では経費不足となり、
産学連携活動を継続できない。他の研究活動や教育活動に影響を及ぼしかねない。

2. 直接経費の積算項目を改め、①研究者が研究に携わる時間、②研
究を行う場所の使用料、③光熱費の算出基準を明確にし、必要経
費として請求できるようにした。

(理由)

以前の積算方法では、研究に必要な実費は積算可能であるが、教職員が費やし
た時間、スペース費・光熱水費の算定要領は存在しない。消耗品等を使用しない研
究(情報系や人文系など)や、実験・管理に電気代を要する研究では、必要経費の
積算が十分ではない。
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＜変更後＞＜変更前＞

直接経費の積算方法の変更点

人件費
旅費
備品費
消耗品

研究に直接要する実費
(人件費、旅費、備品
費、消耗品費、役務費、
その他)

実費以外に共同研究
で発生している経費
(教職員人件費等)

光熱費を確実に
算出する必要がある

人件費
旅費
備品費
消耗品

スペース費

光熱水費

研究担当教員
充当経費

研究マネジ
メント経費

共同研究の従事者
数による利用時間
から換算したスペー
ス・光熱水費

研究担当者へ配分(共同研究
目的外にも年度内利用可能)

進捗管理を行う場合のURA経費
(熊本創生推進機構へ配分)

人件費、旅費、備
品費、消耗品費、
役務費、その他

研究担当
者に配分

請求して
こなかった
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2019年4月より、企業との共同研究・受託研究において、研究者の関与した時間や研究者の業
績等による価値を基に、PI及び分担者の人件費相当のコスト「研究担当教員充当経費」を研究費
に積み上げ、その全額を当該研究者の当該プロジェクトに関わらない裁量経費としている。



【民】 企業との共同研究等における新たな直接経費の積算方法とその資金の配分について
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「学術コンサルティング制度」経費算定・契約等について
◆経費の算定

直接経費
コンサルティング費 職級と受託内容によって決定する時間単価（下記）と要する時間から算定

必要経費 消耗品、機器・設備使用料、人件費、旅費、学会等の参加登録費 等

間接経費 直接経費の30%

・A タイプもB タイプも知財は発生しないため知財関係の条項は設けない ⇒ 知財が発生した場合は、直ちに共同研究へ移行する。

・契約や約款には成果等は非保証とする免責条項、企業情報や依頼内容の秘密保持、残金を返金しない等を設定する。

タイプ メニュー 受託内容 コンサルティング費時間単価 最低契約額 契約の形態

A 
コンセプト共創

中・長期的に企業と連携し
新規事業創出を目指す

２万円/時～５万円/時
担当者及び受託内容により調整

最大３０万円/時まで設定可能

１００万円
以上

契約
（協議可）

先端技術調査
先端研究の国内外調査や
技術調査

２０万円以上※ 約款
(修正不可)B

プレ検討 共同研究のFS・試行

技術相談
技術課題・経営課題に対して
解決策をアドバイス

意見交換・情報
提供

専門的知見による技術解説・
施設見学・情報提供

機器分析
装置を用いた分析・解析・
評価

◆コンサルティング費 時間単価（直接経費）

※熊本県内の自治体及び中小企業は別途相談に応じます。
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文科省/経産省「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」【追補版】(2020年6月末)

価値付けの類型 価値の対象 対応状況

①研究者の価値

研究者は大学等の「知」の蓄積そのものであり、価値創出の源泉として研究者が
特定の企業との共同研究にコミットし成果を上げていくことに価値を認め、その価
値を共同研究のコストに含めること、金沢大学等の例をあげ適切な報酬を研究者に
支払うことについて述べている。

教員充当経費で業務補完経費
や知的貢献への評価は対応済
研究者への報酬は要対応

②研究成果の価値

共同研究を行う際、一定以上の研究成果をあげた場合、予算増や当該研究者への
寄付金提供等の成功報酬の条項を共同研究契約に設け、知財や既存データ、研究材
料・試料、データベースの利用等をする場合のコスト化等で、大学の研究成果がよ
り正しく評価され、大学研究者のコミットメントを得られる仕組みとする。

価値やコスト評定方法、経費
計上方法等は要対応

③研究マネジメン
トの価値

研究代表者の意向により、URAが共同研究プロジェクトの設立・進捗管理、意見
交換やテーマ進捗等に関与するため、URAの経費（人件費単価と関与する時間）を
直接経費に積み上げる。

算定方法を含めて対応済

資金の好循環
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文科省「競争的研究費の直接経費からの研究代表者(PI)の人件費支出について」(2020年5月22日)

研究機関におけるガバナンスの強化や、意欲ある若手や優秀
な研究者を厚遇する人事給与マネジメントの改善等と一体的に
実施することで、一定の新陳代謝を維持しつつ優れた研究者が
活躍できる好循環の実現により、研究成果の持続化・最大化が
期待される。

期待される効果

●PI本人の希望により、獲得した競争的研究費の直接経費から
PI本人の人件費を支出することを可能とする。

●研究機関は、本来PIの人件費として支出していた自己財源を、
研究機関の裁量により､研究者及び研究機関双方の研究力向上
に資する取り組みへ活用することができる。

制度の概要

●PIが、直接経費に本人の人件費を計上することを希望
していること。

●確保した財源を、「研究力向上」のために、適切に執
行する体制・ルールが整備されていること。

●研究の業績評価が処遇へ反映される人事給与マネジメ
ントを実施していること。

●共同研究・受託研究等の民間資金においても、研究者
の人件費を措置できる同様のルールを構築しているこ
とが望ましい。

制度利用の要件等

文科省所管の競争的研究費のうち、資金配分機関が指
定するものから段階的に実施(令和２年度～)。
※今後、対象事業の拡大を進めるべく政府全体で検討中

対象事業

制度のイメージ
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AMEDやNEDOも対応済みの事業あり



熊本大学の研究力強化財源の活用制度の概要（2021年4月1日より実施開始）

競争的研究費や民間資金による共同研究等の直接経費の一部を、研究担当者個人の給与、
当該テーマ以外の用途に自由に使える資金、若手研究者を雇用できる資金へ転換できる制度。

直接経費の30%以上

研究に必要な経費

・物品費
・人件費（補助者・PD）
・スペースチャージ
・光熱費

等

【競】PI人件費
【民】教員充当経費
【民】コンサル費

追給

自由裁量予算

研究に必要な経費

研究費として配分

直
接
経
費

間
接
経
費

交
付
金
化

若手人件費

研究者の給与へ上乗せ

自由に使用できる予算

若手研究者を雇用

・本制度の使用は任意
・競争的研究費では、公募条件に適用の可否・上限・分担者への配分等が設定あり
・間接経費が30％以上の場合のみ適用可能

選択可

新規
従来、教員充当
経費やコンサル
費では、50万円
以上の備品購入
や施設営繕がで
きない等の用途
制限があった ｝

研究費
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研究者が

（活用可能な財源）

研究力強化財源



研究力強化財源の３つの用途

用途
特徴

メリット
制限 備考

追給
研究者個人
の給与

・個人の収入となる

・１件あたり20万円以
上

・職階による年間上限
あり

・年に２回支給
・事業主負担分社
会保険料を控除

自由裁量予算
使途が自由
な研究費

・校費と同様に自由な用
途に使用可能

・配分時の翌年度末まで
執行可能

・１件あたり20万円以
上

・設定上限なし
・年に４回配分

若手人件費

若手研究者*

の雇用

(*39歳以下
の助教・講
師・准教授)

・承継ポストを利用可能
・複数人の研究力強化財
源の組合わせも可能
(研究室、グループ、学部、
学科、研究センター等)

・公募の省略可能

・任期付き雇用
・雇用できるのは教授
/准教授あたり１名ま
で

・雇用主の残り任期ま
たはプロジェクトが
５年程度あること

・部局内調整およ
び戦略会議での
承継ポスト貸与
の手続きが必要

・予算は部局管理

研究力強化財源に転換した予算は３通りの用途があり、元の財源の研究目的や用途に束縛
されることなく、任意の目的へ使用可能。また、執行期限も新たに設定される。なお、研究
代表者・研究分担者は、お互いを尊重し、別々に希望を申し出る仕組みとしている。
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研究力強化財源を利用できる資格・条件・制限
●資格・対象

制度使用資格
・承継ポストの教員及び本学の裁量予算(交付金等)で雇用されている専念義務のない特任教員
・研究代表者および研究分担者（競争的研究費の場合、分担者が対象外の場合あり）

対象となる予算

【間接経費比率30%以上のものに限る】

(a)企業・国研・大学・自治体等との共同研究及び受託研究の教員充当経費

(b)学術コンサルティング制度のコンサルティング費

(c)教員等の人件費計上を認める文科省など国の競争的研究費のPI人件費

●制限

額の下限 額の上限 執行期限 使途

追給
1テーマ・1人当たり
20万円以上

ー ー

自由裁量予算
1テーマ・1人当たり

20万円以上
上限無し 配分時の翌年度末

制限なし

（校費と同等）

職階 追給上限

教授 1,000万円

准教授 800万円

講師 750万円

助教 650万円

上限の特例

獲得外部資金 追給上限*

1億円/年以上 2,000万円

3億円/年以上 4,000万円

●支給時期 契約の確定時期に従い、下記のタイミングで支給・配分されます

*民間資金に限ります

契約確定時期

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

追給

自由裁量予算

支給

支給

配分

配分

配分

配分
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１．産学連携の更なる活性化、研究者の処遇の改善、自由裁量予算の増加

●優れた研究者は、産学連携でも活発な活動を行っている傾向がある。そのような研究

者に対して、大学が処遇で報いることができる。【モチベーションの向上】

●研究者が産学連携プロジェクトに対して、一層コミットしやすい環境となり、より質の高

い大型の産学連携が期待できる。【産学連携の充実、共同研究の大型化促進】

●より多くの研究者による産学連携や地域貢献への関与が期待できる（現在、産学連携

に関与する教員は全体の約25%）。【産学連携や地域貢献の拡大促進】

●研究者の発意に基づく独自の基礎研究等を行うことができる。また、学生の支援や教

育などへの利用も可能になる。

２．若手研究者の採用・確保

●優秀な研究者の採用や引き留めに効果が期待できる。【優秀な人材の確保、流出防止】

●承継ポストによる若手研究者を募集採用することで、優秀な若手研究者の採用を推進

するとともに、本学の研究活力の向上、若手研究者比率増加が期待できる。【若手研究者
の採用促進】

本学において考えられる効果
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●必要な経費は十分積み上げた上で、適切な教員充当経費・コンサル費を加え、十分

な予算を企業に請求・交渉すること。安易に必要経費を圧縮して教員充当経費を増や

さないよう留意する。

●追給制度を選択する場合は、モラルや公平性に留意することが必要である。PIだけで

なく、研究分担者の教員充当経費も予算化するとともに、その利用に関する希望を尊

重することが重要である。また、プロジェクトに参加する学生（実験・データ整理・解析

報告会議出席）は、守秘義務を課すRA制度で雇用し、貢献に見合った経済的メリット

を得られることが求められる。

●経済的支援を背景に、研究者が学生に不本意な研究業務（内容や働き方等）を強制

することのないよう、進め方等について合意を得ることに留意する。また、なるべく学生

を企業との進捗報告会や計画作りの会議に同席させ、企業との共同研究等に参画す

ることが、企業の研究開発の考え方や進め方など、実務を学ぶ機会となり、教育に資

するものとなることが重要である。

本制度を実施するにあたっての留意点
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